
｜安全管理体制
組織体制

輸送の安全を確保して事業を実施するため、各管理者の責務を明確にした体制を定めてい
ます。

主な管理者とその責務

Osaka Metro 安全管理の方法
Osaka Metroでは、安全管理体制のもと目標を定め、安全の強化に努めています。
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輸送の安全を確保するため、鉄軌道事業の実施及び管理の状況を適確に把握し、
必要に応じ改善を行うなど輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。社 ⾧

鉄軌道施設、車両及び運転取扱いの安全性並びにそれら相互間の整合性を確保す
るとともに、安全確保を最優先とする輸送業務の実施及び各管理部門を統括管理
する。

安全統括管理者

運転関係の係員及び鉄軌道施設、車両を総合的に活用し、安全輸送を確保するた
め、運行計画の設定及び改定、乗務員の運用、列車運行の管理、乗務員の育成及
び資質の維持、その他運転に関する業務を行う責務を有する。

運転管理者

乗務員等の資質（適性、知識及び技能）の維持管理並びに乗務員等の資質の充足
状況に関する定期的な確認及び運転管理者への報告を行う責務を有する。

乗務員指導
管理者

5

運
輸
事
務
所
長

（
乗
務
）

運
輸
事
務
所
長

（
駅
務
）

社 ⾧

安全統括管理者

運輸部⾧技術部⾧

建
築
施
設
管
理
者

（
技
術
管
理
部
長
（
建
築
）
）

土
木
施
設
管
理
者

（
技
術
管
理
部
長
（
工
務
）
）

車
両
管
理
者

（
技
術
管
理
部
長
（
車
両
）
）

電
気
施
設
管
理
者

（
技
術
管
理
部
長
（
電
気
）
）

運
転
管
理
者

駅
務
管
理
者

（
運
輸
部
長
）

人
事
部
長

は、コスモスクエア管区駅⾧が操縦員の資質の維持について
運転管理者の業務を補佐することを示す。
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｜地下鉄・ニュートラム安全委員会
安全で安定した輸送を提供するために欠くことので

きない安全管理体制の構築と改善を図るため、安全統
括管理者をはじめとする各管理者及び責任者によって
構成する「地下鉄・ニュートラム安全委員会」を１年
間に５回開催しています。

さらに、事故または事故の恐れがある事態、もしく
は輸送の安全確保に影響を与える情報を早期に共有し、
これらの情報を分析、整理して再発防止＋未然防止の
検討を行うことを目的とした「事故の芽情報会」を毎
月１回開催するとともに、必要に応じてより専門的な
部会で深度化を図り、事故の予防など適切な措置を講
じています。

｜経営トップコミットメント
年度当初の経営会議において、前年度の運輸安全内部監査の結果や安全重点施策・行動目

標の達成状況等を基に安全管理体制の現状を認識し、継続的な改善のための基本的な方針と
して、経営トップコミットメントを通知し、年度の取り組みとして実施しています。

今年度は、大きなテーマとして「組織能力の強化」をかかげ、縦割りの上意下達で決まっ
たことをしっかりと行うだけでなく、横連携し、力をあわせて全体で最もよい仕事をすると
いう意識を持って、【風通しの良い職場づくり】【安全最優先の風土構築】【ヒューマンエ
ラー及びトラブルの防止】【安全に関する情報発信】【人材育成】【異常時の対応力向上】
【安全投資】に取り組む方針が示されました。
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安全に関する会議の体制

運行に関わる事故等の事例を検
証し、対策を図る会議

保守・点検に起因する事故等の
事例を検証し、対策を図る会議

軌道、土木施設、建築施設、電
気施設の補修工事、改良工事に
起因する事例を検証し、対策を
図る会議

保守・点検部会運転保安部会 安全対策工事部会

経 営 会 議

地下鉄・ニュートラム安全委員会
（事故の芽情報会）

地下鉄・ニュートラム安全委員会



安全管理規程
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｜安全重点施策・行動目標の策定
経営トップコミットメントに基づき、各管理者及び責任者が、前年度に実施した様々な

安全に関する取り組みを振り返ることにより、新たな安全重点施策・行動目標を策定し、
安全の確保に取り組んでいます。

なお、これらの施策等は地下鉄・ニュートラム安全委員会にて、その進捗状況を四半期
毎に評価し、必要な見直し・改善を継続的に行うことにより、お客さまに安心してご利用
いただける地下鉄・ニュートラムを目指しています。

｜PDCAを活用した継続的な改善
安全管理規程に基づき、輸送の安全の確保に関する
・Ｐ−計画の策定（Plan）、
・Ｄ−着実な実行（Do）、
・Ｃ−進捗状況の評価（Check）、
・Ａ−必要な改善（Act）

を繰り返し行い、安全管理体制の継続的な改善を実施
し、様々な安全施策を実行しています。

特に、評価（Check）と改善（Act）を重要と捉え、
安全委員会（事故の芽情報会）や運輸安全内部監査に
おいて確認をしています。

管理者等が策定した2021年度安全重点施策や行動目標の取組み項目(抜粋)

駅務管理者
〇管理職が一丸となって部下社員一人ひとりと丁寧に向き合えるようマネジメント体制を変更(4月)
〇方針を示し、取り組み状況を確認するための、運輸部⾧と全管理職のディスカッションの実施

(4回/年)

運転管理者
〇「事故を未然に防止した事例」や「ヒューマンエラーの要因」を分析し、乗務員が理解・納得で

きる取り組みを実施(随時)
〇乗務員によるタブレット端末内の資料作成及び業務で活用できる仕組みの構築

(情報配信2回/年)(成果発表1回/年)

電気施設管理者
○本社部課⾧は、作業同行・現場巡視・自主監査において、現場社員と意見交換を実施し、その内

容を管理職間で情報共有し、改善に取り組む。（延べ37回以上/年）
○最高の安全安心を追及できる体制を目的として、将来の保守作業におけるチームリーダー10名程

度を対象に、社外施設を活用した外部研修を実施する。（1回/年）

車両管理者
〇エリア担当課⾧（東部、南部、北部）も参加した部課⾧会での情報共有（週1回）
〇管理事務所⾧、エリア担当課⾧による巡視や安全推進担当による所属内自主点検（1回/月）

土木施設管理者
〇部⾧及び本社課⾧が現場社員へ組織目標等を伝えるとともに意見交換を行う部課⾧懇談会を実施

(全19所属/年)
〇自身の成⾧に繋げるための行動目標を定め自己チェックする取り組みを実施（通年）

建築施設管理者
〇工事担当者と安全担当による「安全に特化した巡視」を実施

(1回以上/月)/安全大会の開催（２回/年）
〇本社、現場と連携した「業務改善ワーキング」を設置し、既存業務の見直し

安全推進部⾧
〇地震に対するBCPの再構築及び社内への浸透（社員への教育、訓練の実施）
〇各部に共通するリスクの高い過去の事象に対する現状実施対策の整理、新たな未然防止策策定

(2件/年)
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｜運輸安全内部監査の実施
運輸安全内部監査は、安全管理体制が適切に機能して

いることを確認し、これによりOsaka Metroの輸送の安
全が適切に確保できているかを客観的に評価することを
目的に、経営トップである社⾧や安全統括管理者を始め、
各部に対して実施しています。

経営トップには現状における安全管理体制の評価を確
認し、次年度の方針策定に反映させています。各部に対
する監査では以下に掲げる事項を実施しています。
ア 関係法令及び社内基準との適合性を確認
イ ＰＤＣＡサイクルが適切に機能していることの確認
ウ 安全管理体制上どのような効果を出しているかの確認
エ 確認した不具合等について、監査対象部門と一致協力

して改善に向けた取組を進めること
オ 優良事例について、社内に周知・奨励すること

｜社員の安全意識の醸成とモチベーションアップを図る
社内ポータルに、社員一人ひとりの気付き力を高め、安全を通じた経営参加意識の形成に寄

与するための投稿サイト『ちょっと気になった情報』と、社員が「いいね」 と思った他社員の
行動を社内全体で共有するための投稿サイト『いいねと思った仲間の行動』を設け、社員の安
全意識の醸成とモチベーションアップを図っています。

また、今年度新たに、現場最前線の社員が自ら考え行動し、安全・安心の取り組みに寄与し
た事案を、月１回、社内ポータル内で発行する『気づき情報ＮＥＷＳ』の中で成功事例として
紹介する取り組みを始めました。
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各部への内部監査の実施
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社内ポータルの投稿サイト画面

気づき情報ＮＥＷＳ



｜経営層と現場社員との対話・コミュニケーション
経営トップ、安全統括管理者をはじめとする経営層が、直接現場の社員とコミュニケーショ

ンを取ることで、共通した安全意識の向上に努めています。

社⾧現場巡視の実施
経営トップ自らが現場最前線の現場巡視

を実施し、頑張る社員の声を聴き、激励し
ています。また、その様子や声を、社内ポ
ータルを通して、経営者情報発信として社
員に届けています。

安全統括管理者等の現場巡視の実施
安全統括管理者をはじめとする現場第一線の

活動を支える立場の経営層（部⾧級以上）が、
各種運動期間や自主監査などの機会を捉え、部
門を越えた現場巡視と意見交換会を実施してい
ます。

また、現場と本社間の仕事の意義や価値観を
共有し一体感を醸成する取り組みとして、グル
ープ安全監理本部⾧がコーポレート部門の経営
層や社員とともに職場巡視を実施し、その様子
を「職場訪問レポート」として社内ポータルを
通して社員に届けています。

事業所巡視 vol.36 （今里乗務所）

新型コロナウイルス感染症のために自粛していた事業所巡視を再開しまし
た。

７月７日（火）、総勢約70名の社員が所属し、千日前線の運行を担って
いる今里乗務所を訪問しました。

今回のテーマはATOです。千日前線では、全駅に可動式ホーム柵が設置
されており、列車の運行はATOによって自動運転制御されています。Osaka 
Metroでは、2025年度までに全駅に可動式ホーム柵を設置する予定ですが、
今回の千日前線や今里筋線の添乗を通して、乗務員の列車停止時の負担軽
減のためにATOの導入は欠かせないものであると実感しました。

今回の事業所巡視では、シミュレーターを使った訓練の様子も見学しま
した。実車さながらの訓練の様子は緊張感があり、真剣に訓練に取り組む
社員の様子に頼もしさを感じました。一方で、今里乗務所では月に１回の
手動運転によって技能の保持に努めているという話を伺い、ATOを導入し
てもなお、最後は人の手によって安全・安心が担保されているということ
を再確認しました。

社員との意見交換会では、新型コロナウイルスの対応に苦慮していると
の意見が多く出ました。

特に、夏が本格化するにしたがって、マスク着用による熱中症の危険性
が高まっているとの意見には、早急に対応する必要があると感じました。
夏用のマスクを大量に購入することは簡単なことではありませんが、１日
でも早くみなさんにお届けできるように検討を進めています。他にも、車
内清掃時の感染リスクや乗務所内での集団感染のリスクなど、懸念すべき
点は多くあります。

今里乗務所に限らず、リスクと隣り合わせで業務にあたっているすべて
の社員のみなさんに改めて御礼を申し上げます。

感染症対策は⾧引きそうですが、今後も状況が許す限り、積極的に事業
所に赴き、みなさんの誠実な働きぶりに触れるのを楽しみにしています。
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経営者情報発信

今里乗務所

八尾車庫

安全統括管理者の現場巡視、意見交換 グループ安全監理本部⾧の職場訪問レポート
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